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「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び

厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件（案）に関する意見募集について」に

対して寄せられた御意見について 

 

令 和 ６ 年 ５ 月 ８ 日 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 安 全 衛 生 部 

化 学 物 質 対 策 課 

 

標記について、令和６年２月 28 日から令和６年３月 28 日までの間、ホームページを通じ

て御意見を募集したところ、計 56 件の御意見をいただき、うち 52 件は本件に関する御意見

、残り４件は本件とは関係の無い御意見でした。 

お寄せいただいた本件に関する御意見の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方について

は、次のとおりです（取りまとめの都合上、お寄せいただいた御意見のうち、同趣旨のもの

は適宜集約しております。）。 

今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

番

号 
御意見の要旨 御意見に対する考え方 

１ 【施行期日について】 

・現行の濃度告示は適用期日が令和６年４

月１日だが、明らかに対象物質を含有する

にもかかわらずSDSのアップデートを告示

の適用日以降とする事例があり、猶予期間

を１年から1.5年に延長しても不十分なた

め、２年程度確保しないと混乱する可能性

が高い。 

・適用期日の後、最初の購入時点になって

初めてアップデートされたSDSが提供され

ると考えるべきで、購入頻度が３カ月毎で

あればそれだけユーザーが把握できる時

期が遅れる。 

・対象物質は毎年追加されるが、しだいに

濃度基準値のデーターが無かったりばら

つく物質を検討するので、年を追うごとに

事業者が現状考えている濃度基準値との

乖離がある物質が増えてくるため、大規模

な対応を要する事例が増えてくることは

自明である。とはいっても、可能な限り速

やかな対応が望まれるので、大規模な設備

本改正により新たに濃度基準値（労働安全

衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以

下「安衛則」という。）第 577 条の２第２項

で規定するもの。以下同じ。）が設定される

物質は、すでに SDS の通知対象物質となっ

ています。このため、当該物質が裾切値以

上含有されている製品の SDS には、すでに

当該物質の成分名及び含有量が記載されて

いると認識しています。 

また、労働者のばく露の程度を濃度基準値

以下とするために、衛生工学的対策を講じ

ようとする場合等であって、当該措置を講

じるのに設備改修等の時間を要する場合に

は、当該措置が講じられるまでの間、有効

な呼吸用保護具の使用等により、労働者の

ばく露の程度を濃度基準値以下とすること

も可能であり、令和７年 10 月１日の施行に

特段の支障はないと考えています。 
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改修を設計から始めて正常稼働させるま

での期間を 18 カ月と見込み、情報把握ま

でのタイムラグと対応実施のバッファを

考慮すると２年あれば混乱なく対応でき

ると考えられる。 

２ 【濃度基準値の適用について】 

小学校等においては、酸化カルシウム、水

酸化カルシウムを使った理科の実験があ

る（例：炭酸カルシウムを加熱し、生成し

た酸化カルシウムに、水を加え、フェノー

ルフタレインの呈色を確認する。）。学校に

おいて、このような実験を行う場合にも酸

化カルシウムと水酸化カルシウムに対し

濃度基準値の規制がかかるということか。 

濃度基準値の適用対象は、労働安全衛生法

（昭和 47年法律第 57 号）第２条第２号に

規定する「労働者」のばく露に限られます。

また、濃度基準値は、リスクアセスメント

対象物について定めるものであるため、主

として一般消費者の生活の用に供される製

品には適用されません。濃度基準値の適用

については、これらを勘案して、個別の事

案に応じ、ばく露防止の観点から適用の有

無を判断することになります。 

３ 【主として一般消費者の生活の用に供す

るためのものについて】 

・食酢は一般の用に供されるものであるた

め、今回のような場合は 15ppm の短時間濃

度基準値は適用されないということで良

いか（濃度基準値は安衛則 577 条の２によ

り、リスクアセスメント義務と根拠法令は

異なるが）。 

・リン酸の八時間濃度基準値１mg/m３につ

いてであるが、リン酸は農薬や肥料等にも

数十％含まれているものが市販されてい

る。こうした製品を使用する屋内作業場が

仮にあった場合には、農薬等ではあるがば

く露基準値による規制がかかり、ばく露を

最小化するための措置等を講じなければ

ならないということか（安衛則 577 条の２

の根拠条文は安衛法 22 条であり、安衛法

57 条の３とは異なるとされる。農薬取締法

と安衛則577条の２との関連を伺いたい）。 

濃度基準値は、安衛則第 577 条の２第２項

に規定されているように、リスクアセスメ

ント対象物に対して定められるものです。

リスクアセスメント対象物には、一般消費

者のもとに提供される段階の食品や農薬取

締法に定められている農薬等、主として一

般消費者の用に供するためのものは含まれ

ません。 

４ 【異性体ごとの濃度基準値について】 

「フェニレンジアミン（パラ-フェニレン

ジアミン及びメタ-フェニレンジアミンに

限る。）」の基準値 0.1mg/m３と、「ペンタン

（ノルマル-ペンタン及び２-メチルブタ

各異性体ごとに濃度基準値と時間加重平均

値を比較することになります。なお、「労働

安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び

厚生労働大臣が定める濃度の基準（令和５



3 
 

ンに限る。）」の 基準値 1,000ppm、それぞ

れの基準値の意味は、２種類の異性体の濃

度の合計と比較する値なのか、各々の異性

体ごとの濃度と比較する値なのか、そのど

ちらなのでしょうか。 

これだけでは、どちらなのかがわかりませ

んので、正しい解釈を示していただきたい

と思います。 

年厚生労働省告示第 177 号。以下「濃度基

準告示」という。）において、有害性の種類

及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一

であるものを２種類以上含有する混合物の

濃度基準値については、濃度基準告示第三

号二及びホに定める換算値が１を超えない

ように努めることとされています。 

５ 【フロン類について】 

CFC-12 や CFC-114 等、オゾン層保護法等に

よりその製造が禁止されてから既に相当

時が経過した化学物質に対し、それを製造

又は取扱う屋内作業場における濃度基準

値をなぜ今定めるのか。これらの化学物質

は、人体への有害性の程度は特化則による

製造禁止物質等ほど重大ではなく、常温常

圧で気体である点でもアスベスト等とは

異なる。ばく露が想定され得るのは廃棄物

等、対象は限定的ではないか。またそのよ

うなケースであっても、１日８時間の定常

的なばく露が生じる屋内作業場等は想定

されるのか。 

CFC-12 や CFC-114 等は、既存設備等で冷媒

等として使用されている場合があり、それ

ら設備等を改修する際等に、当該物質を取

り扱う労働者へのばく露が想定されます。

このため、濃度基準値の設定が必要と考え

ます。なお、高濃度の CFC-12 や CFC-114 に

ばく露した場合、精神運動機能の低下や、

呼吸機能の低下が認められます。 

６ 【ガソリン成分への適用について】 

ペンタンとヘプタンはガソリンの成分で

あり、リスクアセスメント実施義務の対象

の閾値になり得る濃度を含んでいると思

われるが、ガソリンは有機則の３種溶剤と

して既に規制されている。ガソリンについ

て、有機則による規制に加え、ペンタンと

ヘプタンに対する測定やばく露対策等の

規制がかかるということか。 

ガソリンはリスクアセスメント対象物及び

第三種有機溶剤として規定されており、そ

の成分に関わらず、有機溶剤中毒予防規則

（昭和 47年労働省令第 36 号）に基づき、

「ガソリン」として適切な措置を講じる必

要があります。 

７ 【レスピラブル粒子について】 

・カーボンブラックは、造粒されそのかさ

密度が 400kg や 600kg/m３程度あるような

性状のものについてもレスピラブル粒子

とみなされるのか。 

・現場においてレスピラブル粒子の該否は

どう判断すべきか。 

カーボンブラックや酸化亜鉛の濃度基準値

は、レスピラブル粒子として定められてい

るため、レスピラブル粒子のみを捕集でき

る分粒装置を用いて個人ばく露測定を行

い、労働者のばく露の程度が濃度基準値以

下であることを確認することになります。

御指摘を踏まえ、カーボンブラック及び酸

化亜鉛について、別途パブリックコメント
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・酸化亜鉛はベビーパウダーや日焼け止め

に用いられるが、これらを化学物質等によ

る肌荒れ防止のために皮膚への塗布剤と

して使用する屋内作業場において、塗布剤

が乾燥し発生し得る酸化亜鉛粉末がレス

ピラブル粒子とみなされる場合には、ばく

露を濃度基準値以下に抑えなければなら

ないということになるか。このような場合

において、レスピラブル粒子か否かをどう

判断すべきか。もしレスピラブル粒子にあ

たらない場合は、濃度基準値の対象外とみ

なしてよいか。 

を行っている技術上の指針（※）で定める

試料採取方法を、分粒装置を用いるものに

修正します。 

※ 化学物質による健康障害防止のための

濃度の基準の適用等に関する技術上の

指針の一部を改正する件（案） 

８ 【オゾンについて】 

気 象 庁 デ ー タ

（ https://www.data.jma.go.jp/ghg/kans

hi/ghgp/o3_trend.html）によると、地表に

おけるオゾン濃度は短時間濃度基準値

0.1ppm（=100ppb）の 1/2 程度、50ppb にし

ばしば達している。濃度基準値あるいはそ

の1/2程度のオゾンを含む外気が屋内作業

場に換気により取り込まれることが考え

られるが、このように制御不可能な環境要

因によるオゾンについては、ばく露対策や

確認測定等の措置は不要で良いか。 

濃度基準値は、オゾンを製造し、又は取り

扱う屋内作業における労働者のばく露につ

いて適用されます。環境要因の有無は問い

ません。 

９ 【オゾンについて】 

・今回の告示改正案の別表にあるオゾン濃

度基準値に関する、八時間濃度基準値が 

（―）、短時間濃度基準値が 0.1ppm の「提

案理由」を示してください。上記「提案理

由」を、学術的研究論文の知見に基づき説

明をしてください。また、学術的論文は引

用文献を明記してください。 

・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物

質対策課の主管で本告示改正案が発出さ

れているが、策定のために議論した専門委

員会の名称及び委員の所属・氏名を公表し

て下さい。 

・今回のオゾンの濃度基準値は、先進諸国

や産業衛生学会の基準値等より厳しいが、

オゾンの濃度基準値は、健康影響に関する

文献調査結果を「化学物質管理に係る専門

家検討会（以下「専門家検討会」という。」

で検討した結果を踏まえて設定しており、

妥当なものと考えています。具体的には、

若年男性ボランティアに対する実験結果に

より、オゾンを 0.12ppm の濃度で１時間又

は２時間ばく露した群は、呼吸機能につい

て対照群とほぼ差がない一方で、0.08、0.

10、0.12ppm の濃度で約 6.6 時間ばく露し

た結果、0.08ppm をばく露した群を含め、

呼吸機能が時間依存的・濃度依存的に低下

することが明らかになっています。このた

め、８時間のばく露における濃度の時間加

重平均値の基準値である八時間濃度基準値
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専門委員会等の議論においてそれについ

は議論されたのか。今までの基準で問題が

あった具体的な事例があれば開示してほ

しい。 

・わが国では、オゾンの普及が食品、水産、

農業分野、医療分野および、一般家庭など

多分野において進んでいるため、オゾンの

基準策定は各分野への影響が大きいこと

から経済的側面からも議論されるべきで

ある。 

・日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」

(2023 年度)によると、オゾンの許容濃度と

して 0.1ppm(0.2 mg/m３)となっており、ま

た同勧告によると濃度変動の評価として、

「曝露濃度が最大になると予想される時

間を含む 15 分間の平均曝露濃度が許容濃

度の数値の1.5倍を超えないことが望まし

い」とあります。従いまして、八時間濃度

基準値に加え、短時間濃度基準値として

0.15ppm を規定することを提案します。 

・オゾンは幅広い産業で使用され、オゾン

ガスとしてだけでなくオゾン水としても

利活用されており、オゾン水から放出され

るオゾン濃度を 0.1 ppm 以下で管理、継続

測定することは現状コスト的に困難であ

る。 

・新基準を適用した場合、オゾンを使用し

た機器が使用できなくなる可能性も考え

られますし、また、機器の再調整をするな

どの商品回収・整備・再送付などの必要性

や、あるいは、濃度基準の変更により効果

が認められなくなる、という事態も考えら

れ、社会的混乱を招くことが大いに予想さ

れます。 

・15 分ではあまりにもオゾンの除菌・脱臭

他効果が見込めるとは思えません。 

・オゾンは様々な現場で利用されています

が、短時間の許容濃度になることで、現場

では作業時間中、常時、秒単位、分単位で

として 0.1ppm を設定しても、呼吸機能の

低下を防止できないため、１時間ばく露時

の呼吸機能の低下を臨界影響とした 0.12p

pm を無毒性量(NOAEL)とし、15 分間のばく

露における濃度の時間加重平均値の基準値

である短時間濃度基準値として、0.1ppm を

設定したものです。なお、オゾンの八時間

濃度基準値が（－）とされているのは、八

時間濃度基準値を設定しないという意味で

す。 

専門家検討会の構成員や詳細な文献等につ

いては、厚生労働省ホームページに掲載さ

れた「令和５年度化学物質管理に係る専門

家検討会報告書」（令和６年１月 31日）の

本文及び別紙１(p297)をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/1130500

0/001200797.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/1130500

0/001200799.pdf 

専門家検討会においては、米国、ドイツ、

英国、ＥＵ、日本産業衛生学会の職業ばく

露限度等の根拠となる文献を精査した上

で、最も適切な文献を選定し、それに基づ

いて濃度基準値を設定しています。 

オゾンの利用に濃度基準値が影響を与える

という御意見については、濃度基準値は労

働者がばく露される濃度の基準であって、

室内環境の濃度基準ではないことにご留意

ください。室内環境の濃度が濃度基準値を

上回っていた状態でも、リスクアセスメン

トを実施し、その結果を踏まえ、換気等の

工学的対策、作業場所の一時立入禁止や呼

吸用保護具の使用等により、労働者のばく

露を濃度基準値以下にすれば、安全にオゾ

ンを使用することができます。このため、

必ずしも既存の方法でオゾンが利用できな

くなるわけではありません。 

短時間濃度基準値は、１日の労働時間のう

ち最も濃度が高くなると思われる 15 分間
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濃度を監視する必要も出てくることが想

定されますが、そのような対応をすること

は不可能です。 

のばく露における濃度を各測定の測定時間

により加重平均して得られる値と比較する

基準値であり、リスクアセスメントを行う

際には、数理モデル等を活用してばく露濃

度の推定を行うこともできますし、オゾン

センサーを用いて簡易な測定を行った結果

を活用することも可能です。作業内容から

ばく露の程度が最も高い作業時間を特定す

ることができれば、連続測定の必要もあり

ません。また、15分間を超えてオゾンにば

く露する作業を行うことも可能です。 

10 【クロムについて】 

クロムの濃度基準値は純クロムに適用さ

れるということで良いか。例えば、クロム

を含有する合金の粉末は濃度基準値の規

制を受けるのか。 

合金粉末中のクロムについても濃度基準値

の適用対象になります。 

11 【セレンについて】 

セレンは、人体の必須元素でもあるが、そ

の耐容上限量は成人男性では 0.45mg/day

程度と聞く。今回示されたセレンの八時間

濃度基準値 0.02mg/m３であるが、人の８時

間あたりの呼吸量が５m３程度であったと

すると、作業１日の経気道による摂取量は

0.02mg/m３×５m３/作業日=0.1mg/m３・作業

日となり耐容上限量より低くなるが、この

八時間濃度基準値は妥当なのか。また、セ

レンへの経気道ばく露の恐れのある職場

で作業に従事する労働者等には、例えば食

堂で、セレンを多く含む鰹節やマグロ等の

食材の提供を控えさせる、医師との面談等

で食事の指導をする等して、事業者は経

口、経気道あらゆる形でのセレンの摂取を

最小化する必要があるということになる

のか（ヨウ素の八時間濃度基準値について

も同様の疑問あり）。 

セレン及び沃（よう）素の濃度基準値の設

定に当たっては日本人成人の耐用上限量及

び平均摂取量を踏まえて検討されており、

妥当なものと考えています。また、濃度基

準値は、労働者の呼吸によるばく露の基準

値であるため、職場における吸入ばく露以

外による摂取を考慮していただく必要はあ

りません。 

12 【酢酸について】 

新たに濃度基準値が設定された物質の中

に「酢酸」が追加されておりますが、食酢

製造において作業場の環境中に食酢中の

濃度基準値は有害性に関する文献調査結果

を専門家検討会で検討した結果を踏まえて

設定しており、酢酸の濃度基準値は妥当な

ものと考えています。具体的には、健常な
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酢酸が揮発することにより短時間濃度基

準値である15ppmを越えることが予想され

ます。酢酸については、令和５年度化学物

質管理に係る専門家検討会報告書別紙別

添３の調査結果からは極高濃度でのばく

露を除き、鼻の不快感以外の具体的な健康

影響は見られておらず、追加対象物質及び

濃度基準値の妥当性を再検討いただきた

い。 

もし酢酸が追加対象物質となる場合、食酢

製造業者は小規模な事業者も多く、濃度以

下とする対応をとるのに時間がかかるた

め、適用対象外とされるか又は適用に関し

ては十分な猶予期間を希望します。併せて

作業環境改善のための費用の補助金等を

要望いたします。 

ボランティアに 0、5、10ppm の酢酸蒸気を

２時間ばく露させた結果、10ppm ばく露群

で鼻の不快感が有意に高かったことを踏ま

え、短時間濃度基準値として 15ppm が提案

されています。なお、鼻の不快感は、鼻の

刺激症状の指標の一つであり、専門家の判

断により、それを臨界症状として基準値を

設定しています。また、濃度基準値は労働

者がばく露される濃度の基準であって、室

内環境の濃度基準ではありません。このた

め、室内環境の濃度が濃度基準値を上回っ

ていた状態でも、リスクアセスメントを実

施し、その結果を踏まえ、換気等の工学的

対策、作業場所の一時立入禁止や呼吸用保

護具の使用等により、労働者のばく露を濃

度基準値以下にすれば、安全に酢酸を使用

することができます。 

施行日は、令和７年 10 月１日を予定してお

り、酢酸についても必要な措置を講じるた

めの準備には十分な期間があると考えま

す。 

なお、当該措置を講じることは安衛法に基

づく事業者の法令上の義務であることか

ら、当該措置を講じる費用の補助金等を設

ける予定はありません。 

 

○ 本告示案とは直接関係の無い御意見 

１ ・リスクアセスメント方法に関する御質問 

・リスクアセスメント結果に基づく措置に

関する御質問 

・濃度基準値設定に関する御要望 

・測定機器に関する御要望 

・規制間の改正スケジュールの調整に関す

る御要望 

いただいた御意見は今後の制度改正にお

ける参考とさせていただきます。 

 

 


